
「野田中学校 統合準備委員会だより」 

 平成26年８月21日（木）、午後7時30分から野田市民館において第３回
統合準備委員会が開催されました。 

 はじめに、ＰＴＡ組織などの学校間の調整を円滑に進めるため、推進協
議会の設置について教育委員会から提案がありました。 

 続いて、通学体制について協議しました。そこでは①「市の公共交通の
考え方」、②「小中学校統合に伴う遠距離通学について」、それぞれ説明
があり、その後、委員の皆さんから質疑がありました。 

 主な内容は以下のとおりです。 
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■第３回統合準備委員会を開催しました 

 

・通学体制 

・交流事業 

・跡地活用 など 

主な協議事項 

◆市の公共交通の考え方とは ～ぐるりんバスの再編～ 
 市内の公共交通ネットワーク機能強化のため、平成27年１０月に「ぐるりんバスな

どのコミュニティ乗合交通再編」を予定しています。 

 基本的な公共交通の考え方は、「渥美線と伊良湖本線・支線を基軸とし、それを

補う形で、ぐるりんバス（コミュニティ乗合交通）、タクシー（有償パーソナル交通）、

スクールバス（政策交通）を運行する」ものです。 

 そこで、「ぐるりんバス」については、地域の利用実態に応じた運行とし、伊良湖本

線・支線と競合している路線や利用者数が運行基準未満の路線は、改善・廃止と

なります。具体的な見直し案としては、「校区単位に運行地域を設定し運行内容を

見直す」、「１乗車２００円への運賃値上げ」、「利用者が１便５人以上の運行条件」

などです。 

◆小中学校統合に伴う遠距離通学について  
 

 ●中学校における通学の区分 

  ア  概ね６ｋｍ以内は、徒歩または自転車となります。 

  イ  概ね６ｋｍを超える場合は、路線バスやぐるりんバスの利用となります。 

    ウ  概ね６ｋｍを超える場合で、路線バスなどが 利 用で き な い場 合 は、     

     スクールバスの利用となります。 
 

 ●遠距離通学におけるバス利用の方向性 

   ① 路線バス、② ぐるりんバス、③スクールバスの順序で通学への利用 

   可能性を検討します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   ◆基本的には、はじめに路線バスの利用を考えていきます。 
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＜中学校の通学＞

▲高校生のバス利用風景

▲伊良湖本線 



場所：野田市民館  議題：通学体制など（傍聴は自由です） 

【注】開催日を変更することがありますので、田原市教育委員会で 

日時等を確認した上で、参加してください。 

  

  

 

 

 

野田中学校統合準備委員会・田原市教育委員会 

■ 次回開催日は、１０月３日（金）午後７時３０分からです 

 田原市教育委員会 
 田原市田原町南番場30－1 

 電話: ０５３１－２７－８６０４  

 FAX: ０５３１－２２－３８１１  

 kyoikukikaku@city.tahara.aichi.jp  

ホームページもご覧ください。http://www.city.tahara.aichi.jp/section/kyoiku/ 

▲統合準備委員会の様子 

 ＜連絡先＞ 

 野田中学校 

 統合準備委員会事務局 

・通学体制 

・交流事業 

・跡地活用 など 

主な協議事項 

 野田市民館 
 田原市野田町籠田６６ 
 電話: ０５３１－２5－０００４  

  FAX: ０５３１－２５－００８５  

◆統合準備委員会の主な質疑      

         （Ａ：市） 

●路線バスについて 

Ｑ：路線バス増便の可能性は。 

Ａ：バス会社としては、利用見込数
がはっきりしないと具体的な検討は
進めにくいとのことです。 
 

Ｑ：路線変更の可能性は。 

Ａ：増便とあわせてバス会社に投げ
かけていますが、すぐに結論が出る
ものではありません。現状の路線を
維持し、三河田原駅経由で終点を田
原中学校付近に変更するなど、検討
は考えられるとのことです。 

  

●ぐるりんバスについて 

Ｑ：ぐるりんバスは、通学に使用可
能な朝の時間帯に運行していないの
ではないか。 

Ａ：ぐるりんバスの運行時間帯の基
本は、朝７時30分から夜19時台まで
です。具体的な運行計画を野田校区
の方と協議する中で、通学に使用で
きるか判断します。 

 

●スクールバスの可能性について 

Ｑ：スクールバス運行の可能性は。 

Ａ：まず、①徒歩・自転車、②路線
バス、それに対応できない場合、 
③スクールバスを検討します。 
 

Ｑ：徒歩、自転車、路線バス等によ
る通学ができない場合とは。   

Ａ：物理的に路線バスに乗車できな
い場合、時間帯が合わない場合など
が考えられます。 

◆委員からの主な意見 

「路線バス利用では、自宅-バス停-
バス-バス停-学校と３段階の通学に
なり、時間がかかるため負担にな
る」（男） 
 

「全体の通学時間を短縮し、通学の
負担軽減のために、スクールバスを
検討してほしい」（男） 
 

「通学手段として路線バスが利用可
能か検討するのは理解できる。ただ
し、野田校区の中でも地域によって
考え方が違う」（男・女） 
 

「自転車通学希望の子供のために、
歩道や外灯の整備を考えてほしい」
（男） 
 

「田原中学校では、校区の範囲が広
く、40分近くかけて通学する生徒も
いる」（田原中学校長）     

■ 通学体制について 

      ▲統合先の田原中学校 


